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会
社
そ
の
他
の
公
告

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
十
二
日
社
員
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

北
海
道
北
広
島
市
若
葉
町
三
丁
目
三
番
地
六

特
定
非
営
利
活
動
法
人
北
広
島
Ｉ
Ｔ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

清
算
人

小
田

章
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
流
通
セ
ン
タ
ー
南
四
丁
目

一
一

一
二

ア
パ
レ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

東
野

道
男

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一

一

三
〇

株
式
会
社
Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

代
表
清
算
人

宮
原

雄
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

山
形
県
新
庄
市
大
字
本
合
海
二
三
四

有
限
会
社
斎
藤
住
建

清
算
人

斎
藤

清

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
役
員
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

山
形
県
酒
田
市
横
代
字
千
代
桜
一
六
一
番
地

合
同
会
社
農
園
坪
池

代
表
清
算
人

坪
池

豊

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
付
で
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

福
島
県
福
島
市
方
木
田
字
下
川
原
一
番
地
八
六

４
１
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

渡
辺
ち
づ
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

福
島
県
会
津
若
松
市
八
日
町
四
番
一
一
号

有
限
会
社
エ
イ
ク

清
算
人

長
谷
川
美
枝

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

福
島
県
田
村
郡
三
春
町
大
字
貝
山
字
岩
田
五
三
番
地

有
限
会
社
カ
ネ
サ
ン
書
店

清
算
人

渡
邉

康
人

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
越
谷
市
平
方
三
一
一
六
番
地
六

三
友
商
事
株
式
会
社

代
表
清
算
人

張

寧

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
新
座
市
片
山
二
丁
目
一
〇
番
一
三
号

株
式
会
社
大
川
空
調

代
表
清
算
人

大
川

貴
士

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
三
四
五
番
地
三

株
式
会
社
共
栄
塗
装

代
表
清
算
人

解
良

勝
利

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内
町
一
丁
目
六

〇
六
番
グ
ラ
ン
ド
シ
テ
ィ
大
宮
Ｓ
四
〇
二

株
式
会
社
エ
ッ
ジ
テ
ッ
ク

代
表
清
算
人

中
山

伸
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
川
越
市
大
字
砂
八
七
五
番
地
一
一

有
限
会
社
マ
ル
ケ
ン

清
算
人

氏
家

憲
吾

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

埼
玉
県
川
口
市
並
木
三

二
七

一
四
あ
け
ぼ
の

ビ
ル
三
〇
一
号

Ｊ
Ｅ
Ｎ
Ｎ
Ｙ

Ｎ
Ｇ
Ｏ
合
同
会
社

代
表
清
算
人

ゴ
・
ト
ゥ
・
ウ
エ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

千
葉
県
柏
市
豊
四
季
一
二
六
番
地
七

有
限
会
社
ネ
モ
ト
商
工

清
算
人

根
本

千
里
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